
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号

公
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
費
国
庫
負
担
法

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
立
学
校
の
施
設
の
災
害
復
旧
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
国
の
負
担
す
る
割
合
等
を
定
め
、
も
つ
て
学
校
教
育
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
立
学
校
」
と
は
、
公
立
の
学
校
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
も
の
を
含
む
。
）
で
、
学
校
教
育
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
施
設
」
と
は
、
建
物
、
建
物
以
外
の
工
作
物
、
土
地
及
び
設
備
を
い
う
。

３
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
災
害
」
と
は
、
暴
風
、
こヽ
うヽ
水
、
高
潮
、
地
震
、
大
火
そ
の
他
の
異
常
な
現
象
に
よ
り
生
ず
る
災
害
を
い
う
。

（
国
の
負
担
）

第
三
条
　
国
は
、
公
立
学
校
の
施
設
の
災
害
復
旧
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
そ
の
三
分
の
二
を
負
担
す
る
。

（
経
費
の
種
目
）

第
四
条
　
前
条
に
規
定
す
る
経
費
の
種
目
は
、
本
工
事
費
、
附
帯
工
事
費
（
買
収
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
建
物
を
取
得
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
買
収
費
）
及
び
設
備
費
（
以
下
「
工
事
費
」
と
総
称
す
る
。
）
並
び
に
事
務

費
と
す
る
。

（
経
費
の
算
定
基
準
）

第
五
条
　
前
条
に
規
定
す
る
工
事
費
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
当
該
公
立
学
校
の
施
設
を
原
形
に
復
旧
す
る
（
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
に
お
い
て
当
該
施
設
の
従
前
の
効
用
を
復
旧
す
る
た
め
の
施
設
を
す

る
こ
と
及
び
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
か
又
は
不
適
当
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
施
設
に
代
わ
る
べ
き
必
要
な
施
設
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
も
の
と
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
災
害
に
よ
つ
て
必
要
を
生
じ
た
復
旧
で
あ
つ
て
、
公
立
学
校
の
建
物
で
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
造
で
な
か
つ
た
も
の
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
造
の
も
の
に
、
鉄
骨
造
の
も

の
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
も
の
に
改
良
し
て
当
該
建
物
の
従
前
の
効
用
を
復
旧
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
公
立
学
校
の
施
設
を
原
形
に
復
旧
す
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
前
条
に
規
定
す
る
事
務
費
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
工
事
費
に
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
適
用
除
外
）

第
六
条
　
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
左
に
掲
げ
る
公
立
学
校
の
施
設
の
災
害
復
旧
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。

一
　
建
物
、
建
物
以
外
の
工
作
物
、
土
地
又
は
設
備
の
災
害
に
よ
る
被
害
の
額
が
一
学
校
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
額
に
達
し
な
い
も
の

二
　
明
ら
か
に
設
計
の
不
備
又
は
工
事
施
行
の
粗
漏
に
基
因
し
て
生
じ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
災
害
に
係
る
も
の

三
　
著
し
く
維
持
管
理
の
義
務
を
怠
つ
た
こ
と
に
基
因
し
て
生
じ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
災
害
に
係
る
も
の

（
都
道
府
県
へ
の
事
務
費
の
交
付
）

第
七
条
　
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
第
三
条
の
負
担
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
経
費
を
都
道
府
県
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
〇
号
）

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
六
月
三
〇
日
法
律
第
一
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
四
月
二
五
日
法
律
第
八
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
九
月
六
日
法
律
第
一
五
一
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
律
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
条
の
次
に
五
条
、
節
名
並
び
に
二
款
及
び
款
名
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
法
第
二
百
五
十
条
の
九
第
一
項
に
係
る
部
分
（
両
議
院
の
同
意
を
得
る
こ
と
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
、

第
四
十
条
中
自
然
公
園
法
附
則
第
九
項
及
び
第
十
項
の
改
正
規
定
（
同
法
附
則
第
十
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
四
十
四
条
の
規
定
（
農
業
改
良
助
長
法
第
十
四
条
の
三
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
第
四

百
七
十
二
条
の
規
定
（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
、
第
八
条
及
び
第
十
七
条
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
七
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
、
第
五
十
九
条
た
だ
し
書
、
第
六
十
条
第
四
項

及
び
第
五
項
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
七
条
、
第
百
五
十
七
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
百
六
十
条
、
第
百
六
十
三
条
、
第
百
六
十
四
条
並
び
に
第
二
百
二
条
の
規
定
　
公
布
の
日
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（
国
等
の
事
務
）

第
百
五
十
九
条
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
管
理
し
又
は
執
行
す
る
国
、
他
の
地

方
公
共
団
体
そ
の
他
公
共
団
体
の
事
務
（
附
則
第
百
六
十
一
条
に
お
い
て
「
国
等
の
事
務
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
は
、
地
方
公
共
団
体
が
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
当
該
地
方
公
共
団
体
の
事
務
と
し
て

処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
不
服
申
立
て
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
一
条
　
施
行
日
前
に
さ
れ
た
国
等
の
事
務
に
係
る
処
分
で
あ
っ
て
、
当
該
処
分
を
し
た
行
政
庁
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
処
分
庁
」
と
い
う
。
）
に
施
行
日
前
に
行
政
不
服
審
査
法
に
規
定
す
る
上
級
行
政
庁
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
上
級
行
政
庁
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
の
同
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
も
、
当
該
処
分
庁
に
引
き
続
き
上
級
行
政
庁
が
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
、
行
政
不
服
審
査
法
の

規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
処
分
庁
の
上
級
行
政
庁
と
み
な
さ
れ
る
行
政
庁
は
、
施
行
日
前
に
当
該
処
分
庁
の
上
級
行
政
庁
で
あ
っ
た
行
政
庁
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
上
級
行
政
庁
と
み
な
さ
れ
る
行
政
庁
が
地
方
公
共
団
体
の
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
機
関
が
行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
は
、
新
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第

一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
百
六
十
四
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
二
百
五
十
条
　
新
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
新
た
に
設
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
新
地
方
自
治
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
及
び
新
地

方
自
治
法
に
基
づ
く
政
令
に
示
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
地
方
分
権
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
、
適
宜
、
適
切
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
百
五
十
一
条
　
政
府
は
、
地
方
公
共
団
体
が
事
務
及
び
事
業
を
自
主
的
か
つ
自
立
的
に
執
行
で
き
る
よ
う
、
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
役
割
分
担
に
応
じ
た
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
の
方
途
に
つ
い
て
、
経
済
情
勢
の
推
移
等
を

勘
案
し
つ
つ
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
五
月
二
〇
日
法
律
第
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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